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内部統制システムの整備に関する基本方針
当社は、会社法第362条第４項第６号並びに会社法施行規則第100条第１項及び第３項に基づき、以下により内部統制
システムの整備に関する基本方針（以下「本基本方針」という）を定める。

1.	 内部統制システムの整備に関する年次計画
本基本方針に則り、取締役会の決議を得て、内部統制システムの整備に関する年次計画を策定するとともに、これに従
い当社とその子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」という）の内部統制システムの整備・強化を促進し、その堅
確な運用を確保する。

2.	 当社の内部統制システムの整備
1.  取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)  取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人が業務の遂行にあたり守るべき規準として「リガク・グループ行動
規範」を取締役会の決議により採択し、これを統括・運用するコンプライアンス委員会が、コンプライアンスの啓
発・推進活動を実施する。

(2)  取締役会が採択した「リガク・グループ行動規範」及びコンプライアンス委員会が実施するコンプライアンスに関
する諸施策については、コンプライアンス担当役員を実務責任者とし、各部門のコンプライアンス担当者が当該
各部門におけるこれらの実施と浸透を主導する。

(3)  取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人に対する適用法令その他の規制の周知徹底のため、それぞれの所
管部門が社内規程やガイドライン等を整備する

(4)  反社会的勢力とは如何なる面でも一切の関係を持たないとの基本方針を、取締役、エグゼクティブオフィサー及
び使用人に周知徹底するとともに、反社会的勢力への対応部署を設置し、警察等の外部機関との協力体制を維
持・強化する。

(5)  コンプライアンス部門等により、会社の事業活動につき遵法の指導やモニタリング等を行い、コンプライアンスを
強化する。

(6)  内部通報制度を活用し、違法行為や倫理達反等に対して、社内で自浄作用を働かせ、不祥事の未然防止を図る。

2.  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)  文書の作成、受発信、保管、保存及び廃棄に関する文書管理規程その他の社内規程に基づき、取締役の職務の執
行に係る情報を保存・管理する。

(2)  取締役及び監査役は、いつでもこれらの文書を閲覧することができる。
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3.  損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)  取締役会や経営会議等において重要案件につき具体的な実行計画を慎重に審議し、事業リスクの排除・軽減を
図る。

(2)  財務リスクには特に注意を払い、財務報告の正確性と信頼性を確保する観点から、関連する業務プロセスの特
定とリスクの評価を行い、これらを文書化し、統制活動の実施状況を定期的に確認することにより、リスク管理を
実効性あるものとする。

(3)  多様化するリスクから企業を守り、社会からの信頼を維持するため、リスク全般を統括管理するリスク管理委員
会を設置するとともに、各種社内規程を整備し、その遵守を確保することにより、リスク管理体制を構築する。

(4)  内部監査部門による広範囲にわたる各種監査の実施や内部通報制度の活用により、リスクの早期発見と早期解
決を図る。

4.  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)  エグゼクティブオフィサー制度の導入とエグゼクティブオフィサーで構成される社長の諮問機関たる経営会議の
設置により、取締役会の決議による方針の下、事業活動における業務の迅速かつ柔軟な執行を促進する体制を
確保する。

(2)  組織分掌に基づく職務分離の確保と職務権限の委譲により、組織的な内部牽制体制の下、職務の執行が効率的
に行われる体制の整備を推進する。

(3)  グループ中期経営計画の策定により経営方針と戦略目標を明確化し、各部門に周知徹底する。また、年次予算計
画と月次予算管理により、業務執行の進捗管理を行い、経営資源の最適活用を図る体制を確保する。

3.	 当社グループの内部統制システムの整備
1.  当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1)  「リガク・グループ行動規範」に基づき、当社グループにおけるコンプライアンスの啓発・推進活動を実施し、遵法・
企業倫理意識を浸透させ、グループ共通の価値観としてこれを共有する。

(2)  「リガク・グループ行動規範」を統括・運用するコンプライアンス委員会が実施するコンプライアンスに関する諸施
策については、当社グループ各社のコンプライアンス推進責任者とコンプライアンス担当者が当該各社における
これらの実施と浸透を主導する。

(3)  コンプライアンス部門等により、当社グループの事業活動につき遵法の指導やモニタリング等を行い、コンプライ
アンスを強化する。

(4)  内部監査部門による広範囲にわたる各種監査の実施や内部通報制度の活用により、リスクの早期発見と早期解
決を図る。

(5)  「グループ会社管理規程」その他の当社グループ全社に適用する諸規程の整備を含む子会社の統制管理に必要
な措置を講じることにより、当社グループの実効的な統治と業務の適正を確保する。
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(6)  組織分掌に基づく職務分離の確保と職務権限の委譲により、組織的な内部牽制体制の下、職務の執行が効率的
に行われる体制の整備を推進する。 

(7)  グループ中期経営計画の周知を通じて、経営方針と戦略目標の徹底を図り、当社グループ各社の事業活動の健
全性と効率性を確保する。

4.	 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための              
体制
1.  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助するための専任の使用人の配置を求めた場合には、会社法施行規則第100条第３項第２号及
び第３号の要件を踏まえて、速やかにこれに対応する（以下、これらの要件を満たす監査役の職務を補助するための専任
の使用人を「監査役補助人」という）。なお、監査役補助人が未配置の場合には、監査役の求めに応じて、監査役補助人
の配置に代えて、監査役の職務を補助するため、非専任の支援要員を提供する。

2.  前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役補助人の人事評価及び人事異動については、監査役への事前相談を要する。

3.  監査役の第１号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役補助人への指揮・命令は監査役が行うものとする。

4.  監査役の第１号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人並びに当社の子会社の取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人その
他これらの者（以下「子会社の役職員等」という）から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査
役への報告に関する体制

(1)  取締役は、会社に著しい影響を及ぼす事実が発生し又は発生する虞があるときは、監査役に速やかに報告する。

(2)  取締役と監査役との間であらかじめ報告すべき事項として協議決定する事項については、取締役、エグゼクティ
ブオフィサー及び使用人並びに子会社の役職員等は監査役に適時に報告する。

(3)  監査役は、各種会議その他の重要な会議に出席することができる。

5.  前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

通報者の異動、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮することを禁止し、その旨を取締役、エグゼクティブオ
フィサー及び使用人並びに子会社の役職員等に周知徹底する。
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6.  監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は
債務の処理に係る方針に関する事項

会社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求
したときは、かかる費用等又は債務が監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用等又は債務を
支払う。

7.  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)  会社は、監査役が代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換等を行うための機会を提供す
る。

(2)  監査役が効率的かつ効果的な監査を実施できるよう、監査役から要望を受けた事項について、会社は協力体制
を整備する。

附    則
1.  本基本方針の決定及び変更については、取締役会の決議による。


